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一 

 



 

此
度
、
郵
便
規
則
の
改
正
に
伴
い
、
同
団
地
に
集
合
郵
便
受
箱
設
置
の
働
き
か
け
が
改
め
て
郵
政
省
側
か
ら
出 

 

て
き
た
。 

す
な
わ
ち
、
江
東
区
大
島
四
丁
目
に
あ
る
日
本
住
宅
公
団
大
島
四
丁
目
団
地
に
、
集
合
郵
便
受
箱
を
取
り
付
け 

 

た
い
旨
の
文
書
が
最
初
に
居
住
者
に
配
布
さ
れ
た
の
は
昭
和
四
十
五
年
十
月
で
あ
つ
た
が
、
以
来
今
日
に
至
る 

 

ま
で
、
郵
政
省
と
同
団
地
自
治
会
と
の
間
で
次
の
二
点
が
合
意
さ
れ
た
と
聞
い
て
い
る
。 

2 

四
、
五
号
棟
の
ボ
ッ
ク
ス
は
集
合
郵
便
受
箱
で
は
な
い
。 

1 

大
島
四
丁
目
団
地
に
は
集
合
郵
便
受
箱
は
設
置
し
な
い
。 

何
事
に
よ
ら
ず
行
政
は
、
そ
の
居
住
者
の
意
見
を
法
の
許
す
か
ぎ
り
に
お
い
て
十
分
に
反
映
さ
せ
て
施
行
さ
る 

郵
便
物
配
達
の
方
式
、
運
用
に
関
し
、
一
例
を
挙
げ
て
質
問
を
す
る
。 

集
合
郵
便
受
箱
設
置
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

 

三 

 



 

 

四 
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
意
味
か
ら
次
の
事
項
に
つ
い
て
質
問
す
る
。 

一 

郵
政
省
の
合
理
化
・
省
力
化
の
た
め
に
集
合
郵
便
受
箱
を
設
置
す
る
と
の
こ
と
だ
が
、
憲
法
に
保
障
さ
れ
た 

 

信
書
の
秘
密
が
侵
さ
れ
る
恐
れ
は
な
い
か
。 

又
、
ど
れ
ほ
ど
の
合
理
化
・
省
力
化
に
な
る
の
か
。 

二 

附
則
（
既
存
建
築
物
等
に
つ
い
て
の
特
例
）
に
、
昭
和
五
十
七
年
三
月
三
十
一
日
が
タ
イ
ム
リ
ミ
ッ
ト
と
さ
れ

て
い
る
が
、
居
住
者
と
の
話
合
い
が
つ
く
ま
で
、
こ
の
期
限
を
延
ば
す
等
の
弾
力
的
な
措
置
を
講
ず
る
考
え
は 

 

あ
る
の
か
。 

三 

同
団
地
に
対
し
、
特
例
措
置
と
し
て
現
状
の
ま
ま
す
え
お
く
考
え
は
な
い
か
。 

四 

仮
に
設
置
す
る
こ
と
に
な
つ
た
場
合
、
郵
便
法
第
五
十
五
条
の
二
に
あ
る
「
出
入
口
又
は
そ
の
附
近
」
と
は
、

設
置
者
の
住
宅
公
団
と
居
住
者
と
の
話
合
い
に
よ
つ
て
決
定
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
よ
い
の
か
。 

右
質
問
す
る
。 


